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※給与支払者の法人番号・個人番号の変更もしくは法人成りの場合、新規の事業所として登録する取扱いとなるため、給与所得者異動届出書も提出してください。（p12,13参照）

　（　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　-

変更前

　　１．社名（名称）変更　　　　　２．所在地変更　　　　　３．送付先変更　　　　　４．吸収・合併・分割による変更【下欄を記入してください】
　　６．法人成り　　　      　　　　７．その他　（　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書

 令和　　 年　　 月　　 日提出

（宛先）春日井市長

フ　リ　ガ　ナ

名称
又は氏名

部署

担当者

電話番号

特別徴収義務者
指定番号

(

特
別
徴
収
義
務
者

)

給
与
支
払
者

所在地
又は住所

変更事項

合併・分割後の
指定番号

指定番号

１．指定番号を新規で取得する。
　　〇別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。

２．合併・分割先の指定番号を使用する。
　　（存続会社の指定番号を使用する。）
　　〇別途、給与所得者異動届出書を必ず提出してください。

※旧特別徴収義務者（消滅会社）の指定番号を
継続使用することはできません。

変更後

　

代表者

法人番号

連
絡
先

変更年月日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

※この変更届出書では、法人市民税に係る異動届出書を提出したことにはなりませんのでご注意ください。

電話番号 　（　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　-

所在地

フリガナ

名　　称

電話番号

法人番号

特別徴収義務者

指定番号

合併・分割される事業所（消滅会社）

所在地又は住所

　〒 　〒

送付先

　〒 　〒

フリガナ

名称又は氏名

　〒


